
 
 

地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構 
第１期中期目標に係る事業報告書に関する公告 
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第１期中期目標 第１期中期計画 事 業 実 績 

第１ 中期目標の期間 

平成 20年４月１日から平成 24年

３月 31 日までの４年間とする。 

 第１ 中期目標の期間 

・ 平成 20 年４月１日から平成 24年３月 31 日までの４年間を第１期中期計画期間とした。この間。毎年度、年度別事業計画を

策定し計画に沿って病院運営を行った。 

・ 平成 21 年度に中期計画の変更を行った。(指令健企第 58 号 平成 22 年 3月 16 日 山形県知事認可) 

   理由：医療機能(診療科等)の変更があったため。 

第２ 住民に提供するサービスそ

の他の業務の質の向上に関する事

項 

１ 医療機能の統合再編及び施設

整備 

 県・市病院機構は運営する２病院

について、山形県・酒田市病院統合

再編整備基本構想（平成 19 年３月。

以下「基本構想」という。）に基づ

き、次により医療機能の統合再編と

酒田市立酒田病院の老朽化等に伴

う施設整備を行うこととしている。

 

第１ 住民に提供するサービス

その他の業務の質の向上に関す

る目標を達成するためにとるべ

き措置 

１ 医療機能の統合再編及び施

設整備 

１ 医療機能の統合再編及び施設整備 

【病院統合再編までの主な経過】 

平成１８年１１月１０日  山形県・酒田市病院統合再編協議会 第１回運営委員会 

平成１９年 ３月３０日  第２回山形県・酒田市病院統合再編協議会 

「山形県・酒田市病院統合再編整備基本構想」を決定 

平成２０年 ２月２１日  地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構設立認可申請 

申請先：総務大臣 増田 寛也 

申請者：山形県知事 齋藤 弘  酒田市長 阿部 寿一 

平成２０年 ３月２４日  地方独立行政法人設立認可書 

総財公第４２号 総務大臣 増田 寛也 

平成２０年 ４月 １日  地方独立行政法人設立登記 

（１）統合再編後の医療機能 

統合再編の効果を最大限に発揮

し、より安心、信頼、高度な地域医

療を提供するため、医師等医療従事

者の集約と病院機能の分担を進め

ることとし、平成 23 年度の施設整

備完了時において、日本海総合病院

及び酒田医療センターは、次の表に

掲げる基本的な機能を担うととも

に、地域の医療水準の向上にも寄与

するため、必要な診療機能を確保す

ること。 

特に、三次救急医療については、

庄内地域及び最上地域の一部をカ

バーする救命救急センター(新型)

を整備すること。 

＜表割愛＞ 

 

（１）統合再編後の医療機能 

 日本海総合病院及び日本海総合

病院酒田医療センター（以下「酒

田医療センター」という。）は、

施設整備が完了する平成 23 年度

において、次の表に掲げる医療機

能を担う。 

＜表割愛＞ 

 

 

（１）統合再編後の医療機能 

・ 統合再編時より両病院間で医師等の医療従事者の集約と診療機能の分担を進めた。 

日本海総合病院は急性期病院としての施設整備を行い、平成２２年１０月から１１月にかけて全ての外来診療・救急機能等の

集約を行った。 

・ 平成 23 年 4 月 1日に日本海総合病院に併設した救命救急センターの供用を開始した。 

・ 酒田医療センターを療養病床に転換した。 

【表１ 両病院の診療機能 平成 24 年 3月 31 日現在】 

  日本海総合病院 酒田医療センター 

病床数 一般病床６４６床（うち救命救急センター２４床） 療養病床１１４床 

診 療 科 

内科、循環器内科、消化器内科、内視鏡内科、精神科、神経内科、小児科、外科、乳腺外科、

小児外科、心臓血管外科、呼吸器外科、脳神経外科、整形外科、形成外科、リハビリテーシ

ョン科、皮膚科、産婦人科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、歯科口腔外科、麻酔

科、救急科（以上２５診療科） 

内科、リハビリテー

ション科（以上２診

療科） 

特殊診療機能 

ＩＣＵ（集中治療室）、ＨＣＵ（準集中治療室）、未熟児室、感染症病床、放射線治療、外

来がん化学療法、セカンドオピニオン外来、緩和ケア、人工透析（急性期）、人間ドック、

地域医療室（地域連携・在宅療養支援） 

地域医療室（地域連

携・在宅療養支援） 

併設施設等 
救命救急センター、屋上ヘリポート、院内保育所（酒田市病児・病後児保育含む）、認知症

疾患医療センター、重症心身障がい児(者)短期入所 
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第１期中期目標 第１期中期計画 事 業 実 績 

（２）施設整備 

基本構想に基づき、老朽化した酒

田市立酒田病院の代替施設の整備

を図り医療機能の統合再編を実現

するため、県・市病院機構が所要の

施設整備を行うこととしている。 

施設整備に当たっては、医療機能

の統合再編によって担うべき診療

機能及び患者ニーズに対応した施

設内容とすること、日本海総合病院

については、特に、増築・改修とな

ることから、病院機能の全体最適化

が図られることに留意して整備す

ること。 

併せて、現酒田病院の東棟の改

築・改修も実施されるが、日本海総

合病院も含めて、将来の医療需要に

も対応できる柔軟な施設構成に配

慮するとともに、県・市病院機構の

運営により建設費の償還が可能と

なるよう、建設及び維持管理コスト

についても留意すること。 

なお、日本海総合病院の施設整備

については、住民に混乱なく安定的

に医療を提供するため早期の施設

整備が必要であり、平成 22 年度ま

での完成を期すこととし、酒田医療

センターの改築・改修についてもで

きる限り早期の施設整備を行うこ

と。 

 

（２）施設整備 

（１）における医療機能の統合再

編を実施するため、所要の施設整

備を行う。 

・ 施設整備に当たっては、医療

機能の統合再編によって担うべ

き診療機能及び患者ニーズに対

応した施設内容とするとともに、

将来の医療需要にも対応できる

柔軟な施設構成に配慮する。 

 

・ 県・市病院機構の運営により

建設費の償還が可能となるよう、

建設及び維持管理コストについて

も留意する。 

 

＜表割愛＞ 

（２）施設整備 

・ 日本海総合病院を急性期病院、酒田医療センターを回復期・療養型病院として施設整備を行った。 

・ 日本海総合病院の増改築・改修工事については、増築工事（南棟）が平成２２年度８月末に竣工したため、その後１０月よ

り酒田医療センターから診療科の移行を行った。 

・ 日本海総合病院の増築工事にかかる建設単価については、公立病院改革ガイドラインに示された３０万円以内／㎡に抑えた。 

・ 酒田医療センターについては、東棟の療養病床への転換のための改修と回復期リハビリテーション病棟の増築を平成２２年

末から平成２４年度にかけて整備を図る。 

 

【表２-1 日本海総合病院の施設整備状況 平成 24 年 3 月 31 日現在】 

増築床面積 16,027 ㎡  総面積 54,548 ㎡ 

 事業費    日本海総合病院増築改修工事  5,584,120,500 円 

        院内保育所増築工事        29,393,700 円 

        病児・病後児保育施設増築工事   12,369,000 円 

              駐車場整備工事                  66,230,850 円 

項      目 整   備   概   要 

増築工事 

救命救急センター、屋上ヘリポート、外来診察室(17 ブース)、南棟病床 118

床(うち人間ドック 6床)、内視鏡室、手術室(5 室)、放射線部門(CT、アンギ

オ等)、化学療法室、PET 棟 を増設 

改修工事 

産科病棟（LDR 室、陣痛室、分娩室、新生児室、重症室）、栄養給食部門(事

務室、検収室、食品庫等)、薬局(薬局長室、薬剤師室、ミキシング室、DI 室、

薬品庫)、手術室、放射線部門、検査部門等 を改修 

院内保育所増築工事 木造平屋建(遊戯室、渡り廊下他)。床面積：168.94 ㎡ 定員 20 名→30 名 

病児・病後児保育施設増築工事 木造平屋建。床面積：50.4 ㎡ 定員３名  

駐車場拡張工事 患者用 120 台分拡張、職員用 400 台拡張(職員) 

 

【表２-2 酒田医療センターの施設整備状況 平成 24 年 3 月 31 日現在】 

増築面積 2,961 ㎡   総面積  10,064 ㎡    事業費  1,913,105,250 円 

 項      目 整   備   概   要 

 東棟改修 医療療養病床 70 床、機能訓練室、事務室 

 回復期リハビリテーション病棟増築 回復期リハビリテーション病棟 44 床、デイケア施設、給食施設 
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第１期中期目標 第１期中期計画 事 業 実 績 

（３）施設整備完了時までの診療計

画 

県・市病院機構においては、日本

海総合病院の増築・改修が終了まで

の期間（平成 20年度から 22 年度ま

で、以下「移行期」という。）につ

いては、現日本海病院及び現酒田病

院の施設を使用し、医療を提供して

いくこととなる。 

この移行期においても、統合再編

効果を医療機能の向上と患者サー

ビスに反映させるため、２病院にお

ける診療科の統合再編が必要であ

るが、実施に当たっては、医療の安

全性の確保及び住民への周知等に

配慮すること。 

 

（３）施設整備完了時までの診療

計画 

・ 日本海総合病院の増築・改修

が終了までの期間（平成 20 年

度から 22 年度まで、以下「移

行期」という。）においても、

統合再編効果を医療機能の向

上と患者サービスに反映させ

るため、次表のとおり一時的な

診療科の統合再編を行う。 

・ 実施に当たっては、混乱が生

じないよう、住民への周知等に

配慮する。 

・ 移行期における救急体制につ

いては、日本海総合病院を中心

として行うことになるが、整形

外科及び消化器科については、

酒田医療センターが診療を行

う。ただし、整形外科及び消化

器科の救急患者であっても他

の疾患を併発している場合は

日本海総合病院で対応するこ

ととする。このため、消防等関

係機関との連絡を密にし、両病

院で連携を取りながら救急医

療を提供していく。 

・ 複数診療科を受診する患者の

利便性を従来どおり確保するた

め、両病院間に患者移動用ワゴ

ン車を運行する。 

（３）施設整備完了時までの診療計画 

・ 平成２２年度中の日本海総合病院の施設整備が完了するまでの期間については、両病院において急性期医療を分担し、統合

の効果を医療機能の向上に反映させた。両病院で医療機能の集約と再編を行った。特に、医師数が少ない診療科においては、

日本海総合病院への集約を行い医師の負担軽減を図った。 

 

①日本海総合病院 

・ 日本海総合病院に診療科を集約したが、施設整備が完了するまではスペース等が限られることから、消化器内科、整形外科、

精神科等の診療の主体を酒田医療センターに置いた。 

・ 救急医療体制は、住民や消防等関係機関に混乱が生じないよう、広報活動や関係機関との調整を図りながら進めた。 

 

②酒田医療センターの体制 

・ 日本海総合病院の施設整備が完了するまでの間集約できない診療科については、酒田医療センターで担った。内科は外来の

みとし、消化器科、整形外科、神経科・精神科の診療を行った。 

・ 両病院間に患者移動用のワゴン車を１日１０往復運行した。 

 

【表３ 診療科の移行】           

   Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ 

 日本海総合病院 

内科、循環器内科、消化器内科、

内視鏡内科、精神科、神経内科、

小児科、外科、乳腺外科、小児外

科、心臓血管外科、呼吸器外科、

脳神経外科、整形外科、形成外科、

リハビリテーション科、皮膚科、

産婦人科、泌尿器科、眼科、耳鼻

咽喉科、放射線科、歯科口腔外科、

麻酔科、救急科 

（以上２５診療科） 

 

 

    

 

酒田医療センター 

内科、消化器科、整形外科、産婦

人科、神経科・精神科、放射線科、

麻酔科 

（以上７診療科） 

  
内科、放射線科、

リハビリテーシ

ョン科（11月～）

内科、リハビリ

テーション科

（４月～） 
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第１期中期目標 第１期中期計画 事 業 実 績 

２ 高度専門医療の提供及び医療

水準の向上 

（１）高度専門医療の充実 

①診療体制の整備 

医療需要の質的・量的変化や新た

な医療課題に適切に対応するため、

患者動向や医療需要の変化に即し

て診療部門の充実及び見直しを行

うこと。また、地域住民の医療ニー

ズに応じた専門外来の設置及び充

実を進めるなど、診療体制の整備等

を図ること。 

 ２ 高度専門医療の提供及び医療水準の向上 

（１）高度専門医療の充実 

 ①診療体制の整備 

・ 日本海総合病院に手術室を７室から１２室に増室して医療機能を集約化したことにより、手術件数は大幅に増加した。 

・ 手術室のうち２室は内視鏡(腹腔鏡、胸腔鏡など)を行う設備を整え、胆のう摘出術、胃切除術、大腸切除、肺部分切除、食 

道手術、子宮筋腫、卵巣腫瘍等の手術を行っている。 

 

【表４ 手術件数】図 1 ※日本海総合病院と酒田医療センターの合算値 

   Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 

 外科 1,165 1,266 1,265 1,250

 整形外科 1,282 1,210 1,147 1,300

 形成外科 495 515 541 585

 脳神経外科 172 149 136 147

 心臓血管外科 193 236 257 258

 呼吸器外科 119 112 166 167

 皮膚科 0 5 0 0

 泌尿器科 518 534 535 559

 産婦人科 327 268 299 300

 眼科 230 699 902 981

 耳鼻咽喉科 315 316 312 303

 歯科口腔外科 22 27 48 60

 麻酔科 8 4 28 29

 精神科 0 0 23 159

 合計 4,846 5,341 5,659 6,098

  

【表５ 全身麻酔件数】図１ 

   Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 

 日本海総合病院  1,792 1,928 2,255 2,795

 酒田医療センター  495 400 193

 

【表６ 主な先進医療手術】    

   Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ 

 腹腔鏡下手術 237 277 268 267

 胸腔鏡下手術 76 76 104 113

 神経内視鏡下手術 0 0 1 3
 

図１　手術件数と全身麻酔件数
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第１期中期目標 第１期中期計画 事 業 実 績 

  ②チーム医療  

・ 医師、看護師、医療技術者によるチーム医療を実践している。特にＮＳＴ活動については専従の管理栄養士を配置して 

活動を行なった。 

【表７ ＮＳＴ活動の実績】 

年度 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 

件数 83 43 67 91
 

 

 a) 救急医療 

・救命救急センターの整備 

・酒田地区広域行政組合と連携

した救急ワークステーション

整備の検討 

・地元医師会等との連携による

救急患者トリアージの導入検

討 

 

 

 

 

 

a) 救急医療 

・ 救命救急センターを整備した(平成２３年４月～)。 

・ 酒田地区広域行政組合の救急ワークステーションを整備した(平成２３年４月～)。 

・ 酒田地区医師会所属医師の協力による平日夜間の一次救急患者の診療支援を実施した。 

(小児：平成２０年４月～、成人：平成２３年４月～) 

 

【表８ 救急外来及び救命救急センター患者数】※図 2  

   Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ 

   日本海総合病院 17,622 17,798 21,427 23,856

 酒田医療センター 8,570 8,402 4,586 － 

 ※H22.11 より救急告示病院の届出を廃止(酒田医療センター) 

   
 

 b) がん医療 

・地域がん診療連携拠点病院と

しての機能充実 

・手術、放射線療法及び化学療

法を効果的に組み合わせた治

療の実施 

・外来がん化学療法室整備 

・緩和ケア医療の充実 

・セカンドオピニオン外来の充

実 

・院内がん登録機能、相談支援

体制の充実 

 

b)がん医療 

・ 外来がん化学療法室を増設(16 床)、地域医療室に緩和ケア、相談支援のため専門職員を配置、がん登録担当職員の配置など

により、地域がん診療連携拠点病院として設備整備や相談体制の機能強化を行った。 

・ 「がん」の手術件数が増加した。 

・ ＰＥＴ／ＣＴの平成２４年６月導入に向けて、ＰＥＴセンター棟の増築工事を平成２３年度に実施した。 

・ 平成２０年度から緩和ケアチームに緩和ケア認定看護師を専従として配置し、毎週１回の緩和ケアチームカンファレンスと

病棟回診を定着させ、いつでも相談が受けられる体制を整えた。（平成２３年度から回診を週３回とした）。 

 

【表９ 「がん」の手術件数(日本海総合病院)】図 3 

年度 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 

手術件数 881 995 1,047 1,065

 

【表１０ 放射線治療件数】図 3 

年度 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 

延べ患者数 5,793 7,592 9,530 9,513
 

図2  救急患者の推移
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第１期中期目標 第１期中期計画 事 業 実 績 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【表１１ 外来化学療法件数】図 3 

 

 

 

 

【表１２ 緩和ケア件数】 

  H20 H21 H22 H23 

病棟回診数 218 304 286 383

緩和ケア外来患者数 72 76 102 100

 

【表１３ 「がん相談」件数】 

年度 H20 H21 H22 H23 

相談件数 107 438 580 934

 

【表１４ セカンドオピニオン外来の件数】 

年度 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 

患者数 5 4 5 2
 

年度 H20 H21 H22 H23 

延べ患者数 1,633 2,177 3,015 3,896

 c) 脳卒中 

・急性心筋梗塞 

・専門的医療やＣＴ・ＭＲＩ検

査の 24 時間対応 

・急性期リハビリテーションの

充実 

 

c)脳卒中・急性心筋梗塞 

・ 専門的医療やＣＴ・ＭＲＩ検査及び読影診断への２４時間対応の体制をとった。 

・ ＭＲＩ(3T)の整備(H22)、320 列 CT のレンタルによる導入(H22) 

・ 急性期リハビリテーションの充実 

   平成２１年度から心大血管疾患リハビリテーション料Ⅰを取得 

   平成２２年度から運動器リハビリテーション料Ⅰを取得 

 

【表１５ 脳卒中・急性心筋梗塞に係るＣＴ・ＭＲＩ実施件数(日本海総合病院)】 

① 脳卒中（「脳梗塞、くも膜下出血、脳動脈瘤、脳内出血」で、実施した年度別件数） 

  Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 

CT 1,305 1,178 1,135 1,060

MRI 1,085 973 985 997

② 「心筋梗塞、狭心症」で、実施した年度別心筋梗塞（件数） 

  Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 

CT 381 281 209 220

MRI 45 31 31 32

図3　がん　手術、放射線治療、外来化学療法件数
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第１期中期目標 第１期中期計画 事 業 実 績 

 d) 糖尿病 

・ チーム医療による食事療法、

運動療法、薬物療法等を組み合

わせた教育入院等の集中的治療

の充実 

d)糖尿病 

・ チーム医療による食事療法、運動療法、薬物療法等を組み合わせた教育入院を行った。 

 

【表１６ 糖尿病教育入院患者数(日本海総合病院)】 

年度 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 

延べ患者数 99 83 76 79

 

【表１７ 糖尿病の個別栄養指導件数(日本海総合病院)】図 4 

 
年度 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 

指導件数 

入院 144 153 159 191

外来 114 137 161 143

合計 258 290 320 334

 e) 回復期リハビリテーション 

・ 回復期リハビリテーション機

能の集約化 

 

e)回復期リハビリテーション 

・ 酒田医療センターの病棟改修を行い、平成２４年４月より開始を予定。 

 

 f) 在宅医療支援及び療養支援 

・ 地域の介護機関・福祉機関・

医療機関との連携を強化するた

めの窓口・相談機能の充実 

・ かかりつけ医と連携した、急

性増悪に対する入院受入や定期

的に必要な検査、処置の実施な

ど、在宅患者や介護・福祉機関

の患者に対する医療支援 

 

ｆ)在宅医療支援及び療養支援 

・ 在宅医療支援及び地域の介護・福祉・医療の各機関との連携を強化するため、日本海総合病院の地域医療室は８名、酒田医

療センターは４名の人員体制にした。 

 

【表１８ 地域医療室における退院調整数】図 5 

  Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ 

日本海総合病院 820 1,041 1,518 1,899

酒田医療センター 525 841 403 229

 

 

 g) その他 

・ 救急用ヘリポート、高速道路

の活用などの救急アクセスの整

備を関係先に働きかけていく 

ｇ）その他 

・ 緊急用へリポートを増築棟（南棟）の屋上に設置した。 

・ 複数診療科を受診する患者の利便性を従来どおり確保するため、両病院間に患者移動用ワゴン車を 1日１０往復 

運行した。 

図4　糖尿病個別栄養指導件数
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図5　退院調整件数
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第１期中期目標 第１期中期計画 事 業 実 績 

  【表１９ ヘリポート稼働実績】 

①搬送 ５件          

年  月 概  要 備 考 

H23.3 幼 児      山形大学附属病院へ転院搬送 もがみ 

H23.6 幼 児      山形大学附属病院へ転院搬送 もがみ 

H23.7 幼 児      山形大学附属病院へ転院搬送 もがみ 

H23.9 30 歳代      山形大学附属病院へ転院搬送 もがみ 

H23.12 30 歳代      県立中央病院へ転院搬送 なまはげ 

②受入 ３件          

H23.3 60 歳代      仙台国立医療センターから搬入 大阪府ドクターヘリ 

H23.9 50 歳代      鳥海山から搬入 がっさん 

H24.3 80 歳代      秋田県にかほ市自宅から搬入 秋田県ドクターヘリ 

          

②高度医療機器の計画的な更

新・整備 

県・市病院機構に求められる高度

専門医療等を提供できるよう、中期

目標の期間における資金計画を策

定し、計画的な医療機器の更新・整

備を進めること。 

 

②高度医療機器の計画的な更

新・整備 

  高度専門医療等の充実のため、

中期計画期間中における医療機

器の更新・整備計画を策定し、

高度医療機器の計画的な更新・

整備を行う。 高度医療機器の

更新・整備に当たっては、稼働

率や収支の予測を十分に行った

上で進めるとともに、中期計画

期間中及び将来の収支計画に配

慮した上で、必要に応じリース

契約の活用も検討する。 

②高度医療機器の計画的な更新・整備 

・ 高度専門医療等の充実のため、高度医療機器の更新・整備を行った。 

 

【表２０ 主な高度医療機器の更新・整備一覧】1,000 万円以上の機器 

  新規・増設 更新 

H20 
体外衝撃波結石破砕装置 ﾌﾙﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾞﾝﾏｶﾒﾗ 

  ﾃﾞｼﾞﾀﾙ X 線 TV 装置 

H21 

外科用ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞｼｽﾃﾑ 心臓超音波診断装置 

網膜硝子体手術装置 ﾚｰｻﾞｰ治療ｼｽﾃﾑ 

心臓超音波診断装置 手術用顕微鏡 

H22 

多目的ﾃﾞｼﾞﾀﾙ X 線 TV ｼｽﾃﾑ 脳腹部血管造影撮影装置 

循環器系 X 線診断装置   

超伝導磁気共鳴診断装置   

X 線一般撮影装置   

FPD 搭載回診用 X 線撮影装置   

H23 
経食道用超音波診断装置 ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨｼｽﾃﾑ 

  ｶﾞﾝﾏｶﾒﾗｼｽﾃﾑ 

    ※レンタル導入 H22 320 列ＣＴ 
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第１期中期目標 第１期中期計画 事 業 実 績 

③災害時における協力 

災害時には、災害拠点病院として

患者を受け入れるとともに、県の指

示に基づき、又は自ら必要と認めた

ときは、ＤＭＡＴ等、医療スタッフ

を現地に派遣して医療救護活動を

実施すること。  

③災害時における協力 

災害時には、災害拠点病院と

して患者を受け入れるととも

に、県の指示に基づき、又は自

ら必要と認めたときは、ＤＭＡ

Ｔ（災害派遣医療チーム）等、

医療スタッフを現地に派遣して

医療救護活動を実施する。災害

発生時に備え、地域の医療機関、

医師会、自治体等が参加する災

害医療訓練を年１回実施すると

ともに、地域の医療従事者を対

象とした災害医療研修を実施す

る。  

③災害時における協力 

・ 平成２０年度は６月１４日に発生した岩手・宮城内陸地震に７名のＤＭＡＴ（災害派遣災害チーム）を派遣した。２０年度

の訓練は５回、延べ２２名が参加。平成２１年度は災害派遣はなく、訓練は６回、延べ３０名が参加した。 

 

【表２１ 災害派遣一覧】 
         

 派遣期間 派遣形態 派遣人数 活動地域 備考 

 H20.6.14～15 ＤＭＡＴ 7 宮城県栗駒市 宮城・岩手内陸地震 

 H23.3.11～14 ＤＭＡＴ 7 宮城県仙台市・石巻市 東日本大震災 

 H23.3.24～26 日赤救護班 5 福島県会津美里町 東日本大震災 

 H23.4.9～13 県救護班 6 岩手県宮古市 東日本大震災 

 H23.4.23～25 日赤救護班 4 福島県会津坂下町ほか 東日本大震災 

 H23.5.14～17 県救護班 6 宮城県気仙沼市 東日本大震災 

 H23.5.23～25 日赤救護班 4 福島県会津若松市ほか 東日本大震災 
 

④政策医療の実施 

救急医療や災害医療のほか、高度

専門医療や感染症医療等、政策医療

の実施機関としての役割を果たす

こと。 

 

④政策医療の実施 

・  日本海総合病院については、

第二種感染症指定医療機関とし

て、所要の責務を担うとともに、

感染症患者の受け入れ体制を整

備する。 

・  老人性認知症センターを運営

し、老人性認知症疾患患者の専

門医療相談、鑑別診断等につい

て継続して実施していく。 

・  がん・脳卒中・糖尿病・小児

医療・周産期医療などの高度専

門医療についても、民間の医療

機関では導入が困難な技術、先

進的な技術を先駆けて導入する

など、地域の中核的医療機関と

しての役割を果たしていく。 

 

④政策医療の実施 

・ 新型感染症対策として、増築棟(南棟)に特殊診察室を設置 

・ 酒田医療センターで運営していた「老人性認知症センター」を、診療科の移行に伴い平成２２年１１月１日からは日本海総

合病院にて運営した。また、平成２３年４月１日からは新たに「認知症疾患医療センター」として運営を行った。 

※平成２３年度の相談件数は、新規専門相談件数が６４５件、継続相談件数が３００件 

・ PET/CT の導入(H24.5 月稼動予定)に向けた PET センター棟の増築、ＭＲＩ（３Ｔ）、３２０列ＣＴなどの高額医療機器の整

備を行った。 

・ 先進医療の届出を行い、大腸がんに対する「内視鏡的大腸粘膜下層剥離術」を先駆けて導入し、患者の身体的負担の少ない

専門的治療を行った。 

・ 「がん」の早期発見・早期治療、生活習慣病対策および地域住民の健康維持のため、日本海総合病院で１泊２日人間ドックを

行った。 

・ 平成２１年度から日本海総合病院で週２回の助産師外来を開設、また、平成２３年度からは院内助産も実施した。 

 

【表２２ 人間ドック利用者数】 

年度  区分 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 

日本海総合病院 1 泊 2 日       111

酒田医療センター 
半日 330 331 182   

1 泊 2 日 234 247 116   
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第１期中期目標 第１期中期計画 事 業 実 績 

【表２３ 院内助産所・助産師外来】 

年度  Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 

助産師外来件数   493 704 641

院内助産件数       12
 

（２）優れたスタッフの確保 

 ①優秀な医師の確保と医師の負

担軽減 

高度専門医療等の水準を維持・向

上させるため、優秀な医師の確保に

努めるとともに、教育研修体制の充

実を図りつつ、臨床研修医及びレジ

デント（専門分野の研修医をいう。）

の受入れに努めること。また、医療

の質の向上を図るため、医師の負担

軽減に努めること。 

 

（２）優れたスタッフの確保 

①優秀な医師の確保と医師の

負担軽減 

・ 高度専門医療等の水準を維

持・向上させるため、大学等関

係機関との連携の強化や教育研

修の充実により、優秀な医師の

育成、確保に努める。 

・ 臨床研修医の受け入れについ

ては、教育研修体制の充実を図

るとともに、報酬等処遇の改善

も行いつつ、臨床研修医及びレ

ジデント（専門分野の研修医を

いう｡)の受入れ拡大に努める｡ 

・ 医師の負担の軽減により、医

師確保と定着化を促進するた

め、医師について多様な勤務形

態の導入を検討するとともに、

医師事務補助など医師を支援す

る職種の導入を進める。 

（２）優れたスタッフの確保 

①優秀な医師の確保と医師の負担軽減 

・ 山形大学や東北大学との連携により、医師、研修医の確保に努めた。 

・ 医師数は平成２０年度が８７名であったが、平成２３年度は９４名となった。また、研修医数も増加した。 

・ 研修医専用の医局を増築棟(南棟)に確保し、図書室と併せて整備した。 

・ 研修医の確保のため各種ガイダンスに積極的に参加するとともに、募集用ＤＶＤを自主制作するなどの活動を行った。 

・ 医師の負担の軽減のため、医師の事務補助として外来診療科と各病棟に医療クラークを配置した。 

・ 山形大学医学部との連携により、医学生の卒前・卒後教育の一体化を図り、地域に根ざした医療人の育成を目的に広域連携

医療実習を平成 24 年 1 月から実施した。平成 23年度の実績は 4名の医学生を受け入れた。 

・ 女性医師が妊娠・出産しても安心して働ける職場環境づくりのため、短時間勤務制度の検討を行った。なお、H24 以降も継続

して検討することとしている。 

 

【表２４ 医師・臨床研修医・レジデントの人数】図 6 

    Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ 

日本海総合病院 

医師 63 69 66 90

臨床研修医 9 4 6 14

レジデント 6 10 10 12

酒田医療センター 
医師 24 22 22 4

臨床研修医 0 1 2 0

 

【表２５ 医療クラークの配置人数】 

  Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 

日本海総合病院 23 22 55 60

酒田医療センター 10 10 10   
 

図６　総医師数
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第１期中期目標 第１期中期計画 事 業 実 績 

②看護職及び医療技術職の専門性

の向上 

看護師の専門性の向上を図ると

ともに、患者に接する機会が最も多

い看護職の意見を病院運営に反映

する仕組みづくりに努めること。 

薬剤師、診療放射線技師、臨床検査

技師等の技術職について、研修等を

充実し、専門性の向上を図ること。

 

 

②看護職及び医療技術職の専門

性の向上 

・ 看護職の専門性の向上を図る

ため、認定看護師・専門看護師

の資格取得を促進する。 

・ 患者の立場に立った看護及び

質の高い療養環境を提供するた

め、患者及び家族に接する機会

が最も多い看護職の意見を病院

運営に反映する仕組みづくりに

努める。 

・ 薬剤師、診療放射線技師、臨

床検査技師等の技術職につい

て、研修等を充実し、専門技能

の向上を図る。 

・ 専門性の高い看護師や薬剤師、

技師等が、がんや心疾患、糖尿

病等に対するチーム医療の実施

において、医師とともに中心的

な役割を果たせるよう、必要に

応じ体制整備を進める。 

 

②看護職及び医療技術職の専門性の向上 

・ 認定看護師の養成のため、研修経費については機構負担とした。 

・ 看護補助者、病棟事務補助者を配置して看護師が本来業務に専念できる体制整備を図った。 

※日本海総合病院 ８１名 酒田医療センターで１５名配置 (平成２４年３月３１日現在） 

・ 新規採用看護師には１年間のプリセプターを配置した。 

・ 看護師教育は、新人看護師から段階を踏んで臨床看護実践能力を育成するクリニカルラダーシステム（臨床看護実践能力習

熟段階制）を導入した。 

【表２６ 認定看護師数】 

皮膚・排泄ケア 3 

緩和ケア 1 

集中ケア 1 

がん化学療法 1 

看護管理者 1 

救急看護 1 

 

・ 医療技術職員について職場内研修他、外部研修へも積極的に参加させ、専門技能の向上に努めた。 

 

③事務職員の確保と専門性の向上 

プロパー職員の採用等による専門

職化や研修の充実等による事務職

員の資質向上を図ること。 

③事務職員の確保と専門性の向

上 

・ 病院経営機能の強化を図るた

め、事務職員について、研修の

充実等による専門的知識の習得

を図るとともに、プロパー職員

の採用等を段階的に進める。 

③事務職員の確保と専門性の向上 

・ 平成２２年度に３名、平成２３年度に３名の事務職員を新規採用(採用試験実施)した。 

・ 平成２３年度に県承継職員６名、市承継職員２名を採用した。 

・ 事務職員としての能力向上を図るため、平成２３年度より事務職員の研修を実施した。 
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第１期中期目標 第１期中期計画 事 業 実 績 

（３）医療サービスの効果的な提供

①地域連携の推進 

庄内地域における中核的な医療

機関としての役割を果たすととも

に、他の医療機関との役割分担と連

携を強化し、地域医療機関との紹

介・逆紹介の推進や、地域連携クリ

ティカルパスの活用など、医療サー

ビスの効果的な提供に努めること。

また、退院時における地域の介護・

福祉機関との連携を強化し、医療か

ら介護・福祉へと切れ目のないサー

ビスの提供ができるように努める

こと。 

（３）医療サービスの効果的な提

供 

①地域連携の推進 

・ 庄内地域における中核的な医

療機関としての役割を果たすと

ともに、他の医療機関との役割

分担と連携を強化し、地域医療

機関との紹介率・逆紹介率の向

上や、地域連携クリティカルパ

スの整備普及等に取り組む。 

・ 地域包括支援センターや地域

の介護・福祉機関との連携を強

化し、介護・福祉機関への患者

情報の積極的な提供や、退院時

カンファレンスの取組みの強化

等により、医療から介護・福祉

へと切れ目のないサービス提供

ができるように努める。 

（３）医療サービスの効果的な提供 

①地域連携の推進 

・ 地域医療室では地域包括支援センターや地域の介護・福祉機関との連携を強化し、介護・福祉機関への患者情報の積極的な

提供や、退院時カンファレンスの取組みの強化等により、医療から介護・福祉へと切れ目のないサービス提供ができるように

努めた。 

・ 大腿骨頚部骨折地域連携パス、がん対策基本法に定める「５大がん」の地域連携クリティカルパスを作成した。 

・ 酒田地区医療情報ネットワーク事業（「ちょうかいネット」H23.4.1 開始）により、日本海総合病院の電子カルテ情報（診

療録、処方、注射、検査、画像、サマリーなど）を、インターネットを利用して地域内の医療・介護・福祉施設に情報提供す

るシステムを導入した。このシステムを活用して地域の関係施設との医療情報（画像、レポート、地域連携クリティカルパス

など）の共有化を推進した。連携医療・福祉施設５９、登録患者数２，３８６人 (H24.3.31 現在) 

・ 地域医療連携体制を推進した結果、紹介率・逆紹介率ともに上昇したため、平成 24年度に地域医療支援病院の指定を予定し

ている。 

 

【表２７ 紹介率・逆紹介率】図 7 

 

 

 

 

 

※紹介率（％）＝（紹介患者の数＋救急入院患者の数）／初診患者の数×１００ 

     ※逆紹介率（％）＝逆紹介患者の数／初診患者の数×１００ 

 

【表２８ 地域連携クリティカルパス適用件数】 

  Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ 

大腿骨頚部骨折   61 82 111

肺がん   4

大腸がん   16

 肝がん   0

乳がん   7

胃がん   14
 

  Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ 

日本海総合病院 
紹 介 率 52.5％ 52.7％ 60.9％ 62.3％ 

逆紹介率 34.0％ 32.3％ 38.3％ 46.3％ 

酒田医療センター 紹 介 率 46.0％ 48.5％ 48.0％  

図7　紹介率・逆紹介率
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第１期中期目標 第１期中期計画 事 業 実 績 

②クリティカルパスの活用 

より短い期間で効果的な医療を

提供し、患者負担の軽減にも寄与で

きるよう、クリティカルパスの作成

及び適用を進め、質の高い医療を提

供すること。 

②クリティカルパスの活用 

・ 効果的な医療を提供し、患者

負担の軽減にも寄与するため、

クリティカルパスの作成及び適

用を進める。 

 

 

②クリティカルパスの活用 

・ 効果的な医療を提供し、患者負担の軽減にも寄与するため、電子カルテをベースとしたクリティカルパスの作成に向けて 

作業を継続した 

 

【表２９ クリティカルパス適用数等】図８ 

  Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 

登録数 108 162 179 193

(新規作成) (54) (56) (45) (33)

適用件数 3,447 4,005 5,631 6,620

適用率 28.9% 35.5% 38.0% 41.3%
 

  ③ 医療安全対策 

・ 医療安全対策室に専従看護師１名を配置して、インシデントレポートの収集、分析を行うとともに、院内研修や定期的な院内

広報を行った。 

 

【表３０ インシデント報告数】 

 

 

 

  Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ 

報告件数合計 1,435 1,510 1,503 1,290

部署別 

内訳 

看護部 1,361 1,410 1,383 1,130

診療部 18 12 30 37

薬剤部 16 44 28 35

検査部 13 9 21 30

リハビリ室 18 10 12 29

放射線部 6 10 7 13

栄養管理室 2 8 12 3

ＭＥ室 0 0 2 2

委託業者 1 7 8 11

図８　クリティカルパス適用数・率
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第１期中期目標 第１期中期計画 事 業 実 績 

（４）教育研修事業の充実 

 ①庄内地域における医療水準の

向上 

山形大学、東北大学、県立保健医

療大学、県立病院などと連携し、地

域の中核的な医療機関として、質の

高い医療従事者を育成し、庄内地域

における医療水準の向上に努める

こと。 

（４）教育研修事業の充実 

①庄内地域における医療水準

の向上 

・ 地域の中核的な医療機関とし

て、山形大学、東北大学、県立

保健医療大学、県立病院などと

の人材交流や研修を通して質の

高い医療従事者の育成を推進

し、庄内地域における医療水準

の向上を進める。 

（４）教育研修事業の充実 

①庄内地域における医療水準の向上 

 

・ 平成２３年度に、山形大学医学部先端分子疫学研究所の分室を日本海総合病院内に置き、「グローバルＣＯＥネットワーク

事業」（文部科学省）による地域の疫学研究活動に協力した。 

・ 鶴岡市立荘内病院との連携強化を図るために、相互に医療講演会を実施した。 

 

②住民の意識の啓発 

地域住民を対象としたセミナー、

広報などを積極的に行い、住民の医

療や健康に対する意識の啓発に努

めること。  

 

 

 

②住民の意識の啓発 

・ 地域住民を対象としたセミナ

ー、広報などを積極的に行い、

住民の医療や健康に対する意識

の啓発に努める。 

・ 「総合病院最前線」という番

組を持ち、毎週２回に医師持ち

回りによる医療情報提供を行っ

た 

 

 

②住民の意識の啓発 

・ 患者、地域住民向けの広報誌「あきほ」を年間４回発行して、病院機構の様々な情報提供に努めた。 

・ 病院機構、日本海総合病院、酒田医療センターそれぞれのホームページを開設して、最新の情報提供に努めた。 

・ 平成２０年１０月～平成２３年３月まで、地元ＦＭ局と提携して「総合病院最前線」という番組を持ち、毎週２回に医師持

ち回りによる医療情報提供を行ったがん診療連携拠点病院として、毎年度２回の講演会を開催した。 
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第１期中期目標 第１期中期計画 事 業 実 績 

３ 患者・住民サービスの一層の向

上 

来院から診療、会計に至る全ての

サービスについて、待ち時間の短縮

等、患者の利便性の向上に努めるこ

と。 

また、サービスの向上に当たって

は、患者・住民の意見を取り入れる

仕組みづくりや、住民に病院の機能

や実績を理解してもらうための取

組みを積極的に行うこと。 

 

３ 患者・住民サービスの一層の

向上 

・ 外来、検査、手術、会計等、

待ち時間の実態及び患者ニーズ

を継続的に調査し、外来診療シ

ステムの改善及び診療時間の弾

力化に取り組む。 

・ 地域住民に対するセミナーに

併せて院内見学や意見交換の場

を設けることにより、患者・住

民の目線に立ったサービスの向

上の取組みを進める。 

 

３ 患者・住民サービスの一層の向上 

《施設関連 日本海総合病院》 

① エントランスホール、ホスピタルストリートなど 

・増築棟(南棟)に自動受付機を配置し、患者の動線の短縮を図った。 

・患者案内担当職員を配置し、病院ボランティアとともに患者誘導に配慮した。 

・会計時間の短縮のため自動入金機増設し、混雑時の会計待ち時間解消を図った。 

・傘ふく、酒田祭鉾だてなどの地元の伝統行事関連の展示を行った。 

・診療科案内板や院内表示を患者が見分けやすい電子ボードにした。 

・日本海文庫コーナーを設け、患者向けの図書の閲覧・貸出を行った。 

・ホスピタルロードにボランティアの協力による絵画の常時展示を行った。 

・平成２０年にコーヒーショップ(ベーカリー)を開始した(賃貸)。 

・平成２１年４月に、コンビニエンスストアを開始した(賃貸)。 

・理容所に加え、平成 22年度から美容所も開始した(賃貸)。 

② 病棟 

・７対１看護体制をとることにより看護師１人の受け持ち患者が少なくなったことから、きめ細やかな患者サービスを行うこ

とができた。 

・全病床の床頭台で患者の検査結果が表示できるようにし、ベッドサイドでの患者指導が行える環境にした。 

・床頭台をインターネット対応にした。 

・傾聴ボランティアの活動を行った。 

③ 関連施設 

・平成２０年１０月から空床を利用して重症心身障がい児（者）短期入所事業（家庭の事情により介護できない場合の一時的

利用）を実施した。 

・地域の子育て支援と児童の健康、安心の向上を図るため、院内保育所を増築し平成２３年１１月から病児・病後児育業務を

酒田市からの受託業務として実施した。 ※Ｈ２３年度は９４名の利用があった。 

・患者用駐車場を拡張し駐車場の混雑解消に努めた。 ※患者用 120 台分を拡張 

 ④広報・公聴 

・「患者の声」の院内掲示や病院ボランティアとの意見交換会などにより、患者・住民の目線に立ったサービスの向上に取り

組んだ。 

・病院機構、日本海総合病院、酒田医療センターのＨＰをそれぞれ開設し、最新情報の提供に努めた。 

・病院機構広報誌「あきほ」並びに酒田市広報を通じて、施設の増築・改修工事のお知らせ、職員採用情報など情報提供に努

めた。 

⑤ その他 

・入院患者を対象にクリスマスコンサート、新春演奏会などのイベントを院内サークル、地元ボランティアの協力を得て実施

した。 

 

【表３１ 重症心身障がい児(者)短期入所利用状況】 

年度 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 

利用者数 20 26 36 30
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第１期中期目標 第１期中期計画 事 業 実 績 

４ 統合再編に関する住民への広

報 

統合再編に伴い住民が不安にな

らないように、移行期における診療

体制等について、地元自治体の広報

を含め、多様な広報媒体を活用して

積極的に情報提供すること。 

 

４ 統合再編に関する住民への

広報 

・ 移行期及び施設整備完成ま

での診療体制等については、住

民及び患者に丁寧に説明してい

くとともに、地元自治体の広報

を含め、多様な広報媒体を活用

して積極的に情報提供してい

く。 

・ 医師会・薬剤師会など地域の

医療関係者に対する情報提供を

行うなど、多方面からの住民へ

の広報を進めていく。 

４ 統合再編に関する住民への広報 

・ 出前講座等で、再編統合の経緯や経営状況、施設整備の状況を説明した。 

・ 増築棟（南棟）の一般住民への内覧会を実施した(H22)。 

 

【表３２ 出前講座の実績】 

年度 Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ 

回数 10 4 7 3

 

 

 

５ 法令等の遵守と情報公開の推

進 

法令を遵守するとともに、高い倫

理観をもち、患者が安心して医療を

受けられるよう配慮すること。 

また、インフォームド・コンセン

トの一層の充実や、カルテ・レセプ

ト等医療情報の適切な情報開示・情

報発信を進め、患者及び住民の信頼

向上に努めること。 

 

５ 法令等の遵守と情報公開の

推進 

・ 法令等に基づき、医療従事者

としての行動規範、倫理等につ

いて規則化し、所要の研修を行

う。 

・ インフォームド・コンセントを

徹底するほか、カルテ・レセプ

ト等医療情報の情報開示につい

ては、山形県情報公開条例及び

個人情報保護条例の適用のもと

に、県の機関に準じて適切に対

応する。 

 

５ 法令等の遵守と情報公開の推進 

【表３３ カルテの開示件数】 

  Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ 

日本海総合病院 21 27 28 32

酒田医療センター 3 2 4 4

 

６ その他 

①患者からの要望及び公開 

・ 外来、病棟、エントランスホールに患者からの要望、苦情を受け入れる投書箱を準備し、投書があった内容については院内

に掲示して公表するとともに、投書内容については速やかに対応した。 

【表３４ 患者の声 投書集計】  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②医療訴訟 

 平成２２年度に酒田医療センターのステロイド剤投与に関して提訴があったが、平成２３年度に機構の勝訴が確定した。 

  Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ 

「患者の声」件数合計 240 183 208 263

内容別Ａ 

感謝 58 41 31 69

要望 74 52 67 84

苦情 108 90 110 109

その他 0 0 0 1

内容別Ｂ 

職員対応など 99 83 105 130

サービス提供など 86 81 94 111

その他、待ち時間など 55 19 9 22
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第１期中期目標 第１期中期計画 事 業 実 績 

第３ 業務運営の改善及び効率化

に関する事項 

１ 弾力的な運営体制の確立 

中期目標、中期計画及び年度計画

に掲げる目標を達成するための制

度、手法を導入し、効率的・効果的

な業務運営体制を確立すること。 

 

第２ 業務運営の改善及び効率

化に関する目標を達成するため

とるべき措置 

１ 弾力的な運営体制の確立 

・ 中期目標、中期計画及び年度

計画に掲げる目標を達成するた

めのＰＤＣＡサイクル(注)を導

入し、効率的・効果的な業務運

営体制を確立する。 

・ 予算執行については、科目間

で弾力的な運用ができる会計制

度とし、効率的・効果的な執行

を行う。 

第２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

１ 弾力的な運営体制の確立 

・ 中期目標、中期計画に基づく年度計画について、毎年、年度実績報告を設立団体に報告し、評価委員会の評価を得て、業務

運営体制に反映させた。 

・ 予算、規程改正、事業計画などの重要案件については理事会の議決により決定した。理事会は毎年度４～６回開催しており、

議決案件の他重要事項についての決定・報告等について案件がある場合は随時開催としたため、短期間での法人の意思決定を

行うことができた。 

・ 平成２０年に業務改善委員会を設置して日本海総合病院の業務改善を図った。病院の全部門の代表が一堂に会して、病院業務

における各部門間の調整を直接行うことにより、よりスピーディな業務調整と事業実施が行うことができた。平成２０～２３

年度までに 175 項目の案件を処理した。 

 

２ 診療体制、人員配置の弾力的運

用 

医療需要の変化に迅速に対応し、

医療従事者等の配置を弾力的に行

うこと。 

また、必要に応じ常勤以外の雇用

形態を取り入れることなどにより

多様な専門職の活用を図り、効率的

な業務運営に努めること。 

 

 

 

 

２ 診療体制、人員配置の弾力的

運用 

・ 医療需要の変化に迅速に対応

するため、運営する２病院間の

人事交流を含め、医療従事者等

の弾力的な配置を行う。 

・ 高度な医療を効率的に提供す

るためには、多様な専門職を活

用することが必要となることか

ら、職種の特殊性に基づき、多

様な雇用形態を検討し、取り入

れていく。 

 

２ 診療体制、人員配置の弾力的運用 

・ 日本海総合病院と酒田医療センターでの看護師、医療技術職員の人事異動により両病院での適切な人事配置を行った 

・ 県及び市の派遣職員の派遣元への復帰や退職者の補充に対応するため、７月、１０月の中途採用を行った 

・ 診療情報管理士、医療クラークなど専門知識を必要とする事務系職員の臨時採用を行った 

・ 酒田市立看護専門学校における看護教育業務を病院機構が受託したため、看護教育部を組織化して看護職員を看護学校に常

駐させた。また、看護教員を希望する看護師の教職免許取得のための支援を行った。 
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第１期中期目標 第１期中期計画 事 業 実 績 

３ 収益の増 

県・市病院機構が有する様々な医

療資源を医業収益の増に結びつけ

るため、その有効活用の方策を検討

するとともに、病床利用率や医療機

器の稼働率等については、中期計画

において目標値を定めその達成を

図ること。 

 

３ 収益の増 

（１）病床利用率 

・ 病床利用率については、目標

値を設定し、効果的な病床管理を

徹底する。 

 

 
H20～

H22 
H23 

日本海 

総合病院 

90％ 

以上 

91％ 

以上 

酒田医療

センター 

85％ 

以上 

95％ 

以上 
 

３ 収益の増 

（１） 病床利用率 

・ 病床利用率は目標数値を下回った。これは、両病院の診療科の移行を円滑に行うための調整及び７対１看護体制を確保するた

めに病床管理したこと等の理由による。収益的な面では、７対１看護体制の確保、ＤＰＣ導入効果及び平均在院日数短縮によ

り入院診療単価が大幅に上昇したことから、収益増の結果に繋がった。 

 

【表３５ 病床利用率（％）】図 10-1 

  Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 

日本海総合病院 85.9 79.3 82.8 86.0

酒田医療センター 85.0 83.1 74.3 62.7

 

【表３６ 病床回転率（％）】図 10-2 

 

 

 

 

 

   病床回転率＝平均在院日数/実診療日数×100 

 

【表３７ 延べ入院患者数】 

  Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 

日本海総合病院 164,679 151,892 173,641 203,310

酒田医療センター 71,992 71,992 40,817 24,787

 

【表３８ 平均在院日数（日）】図 11 

  Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 

日本海総合病院 14.5 12.7 11.9 11.7

酒田医療センター 13.8 13.5 15.2 68.5

 

【表３９ 入院診療単価（円）】図 11 

  Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 

日本海総合病院 44,416 48,660 53,385 55,052

酒田医療センター 38,644 37,922 35,349 16,081

 

 

  Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 

日本海総合病院 209.8 239.5 255.6 260.6

酒田医療センター 220.7 224.7 240.1 53.4

図11-1入院診療単価と平均在院日数
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図11-2入院診療単価と平均在院日数
酒田医療センター
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【図10-1　病床利用率（%）】
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【図10-2　病床回転率（%）】
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第１期中期目標 第１期中期計画 事 業 実 績 

 （２）医療機器の稼動率 

・ ＭＲＩやＣＴなどの医療機器

の稼働率については、平成 18

年度の水準以上の稼働率となる

ことを目指す。また、地域連携

の視点だけでなく、医療機器の

有効活用の視点からも、一部の

医療機器については、開業医等

からの受託検診等を推進する。

 

（２）医療機器の稼動率 

・ 専門的医療やＣＴ・ＭＲＩ検査の２４時間対応した。 

 

【表４０ 医療機器の稼働件数】 

  機器 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 参考：Ｈ１８ 

日本海総合病院 
ＣＴ 17,353 17,261 21,358 25,512 14,272 

ＭＲＩ 4,969 4,644 5,997 8,351 4,463 

酒田医療センター 
ＣＴ 9,023 9,052 4,368 13,978 

ＭＲＩ 3,731 3,886 2,188 3,977 
 

４ 費用の節減 

人件費、材料費、経費について、

中期計画において医業収益比率な

どの具体的な目標値を定め、その節

減に努めること。 

特に人件費については、全国自治体

病院の黒字病院の人件費率を参考

に目標を定めること。 

４ 費用の節減 

・ 人件費、材料費、経費につい

ては、その節減に努め、中期計

画期間の最終年度においては、

人件費等の対医業収益比率が、

平成18年度における全国の500

床以上の自治体黒字病院の平

均値を上回らないことを目標

とする。 

４ 費用の節減 

・ 統合再編の初年度（平成２０年度）から目標値については、全て達成した。 

【表４１ 経営指標】各種指標（単位：％）図 12 

項目名 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 参考値※ 

人 件 費 率 ５１．８ ５１．７ ５０．８ ５０．５(45.4) ５２．３ 

材 料 費 率 ２４．３ ２４．８ ２４．８ ２３．４ ２８．４ 

経 費 率 １５．７ １５．０ １５．６ １５．６ １７．３ 

※500 床以上の全国自治体黒字病院の対医業収益比率（平成 18 年度） 

※人件費率=給与費/営業収益、材料比率=材料費/営業収益、経費比率=経費/営業収益 

  ※Ｈ２３の( )内の値については、Ｈ２０～Ｈ２２までは退職給付引当金を人件費に計上したが、Ｈ２３決算では営業費用

に新たに「引当金繰入」の支出区分を設定して引当金を計上したためによる。これは、Ｈ２３年度決算の外部監査法人か

らの指導によるものである。 

 

【図12-2　材料費率】
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【図12-3　経費率】
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【図12-1　人件費率】
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第１期中期目標 第１期中期計画 事 業 実 績 

第４ 財務内容の改善に関する事

項 

１ 経常収支比率の均衡 

「第３ 業務運営の改善及び効率

化に関する事項」で定めた事項に配

慮した中期計画及び年次計画を作

成し、これに基づき病院を運営する

ことにより、中期目標期間内に経常

収支比率 100％以上を達成するこ

と。 

 

２ 資金収支の均衡 

経営基盤を強化し、安定した経営を

続けるため、目標期間内の各年度に

おいて資金収支の均衡を達成する

こと。 

第３ 予算（人件費の見積りを含

む。）、収支計画及び資金計画 

 「第２ 業務運営の改善及び効

率化に関する目標を達成するため

にとるべき措置」を着実に実行す

ることにより、中期計画期間内に

経常収支比率１００％以上を達成

する。 

 

第３ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

・中期目標期間（中期計画期間）の初年度から経常収支１００％以上を達成した。 

・営業収支が黒字を計上。 

【表４２ 経常収支比率】 

（単位：％） 

Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 

１００．８ １０１．８ １０１．４ １０２．４

 

【表４３ 営業収支】 

単位：百万円 

 

 

 

 

 

 

 

  Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 

日本海総合病院 ▲ 124 71 238 583

酒田医療センター 0 ▲ 51 ▲ 230 ▲ 565

法人計 ▲ 124  20 8 18

 第４ 短期借入金の限度額 

１ 限度額  ４，０００百万円

２ 想定される短期借入金の発

生理由 

賞与の支給等による一時的な資

金不足への対応 

第４ 短期借入金の限度額 

・ 実績なし 

 

 

 

 

 

 第５ 重要な財産を譲渡し、又は

担保に供しようとするときは、そ

の計画 

   なし 

第５ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画 

・ 実績なし 

 第６ 剰余金の使途 

決算において剰余を生じた場合

は、病院施設の整備、医療機器の

購入等に充てる。 

 

第６ 剰余金の使途  

・ 毎年度の決算剰余金については、建設改良積立金に充当して将来の施設整備及び医療機器の整備に備えた。 

 第７ 料金に関する事項 

１ 使用料及び手数料 

 

(略) 

 

第７ 料金に関する事項 

１ 使用料及び手数料 
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 ２ 使用料及び手数料の減免 

 

(略) 

 

２ 使用料及び手数料の減免 

 

第５ その他業務運営に関する重

要事項 

１ 人事に関する事項 

地域住民の医療ニーズの変化に

応え、高度な専門知識と技術に支え

られた良質で安全な医療を提供す

るため、また、経営等専門的ノウハ

ウを法人に蓄積するため、医師等の

医療従事者や専門家など優れた人

材を適切に配置すること。 

必要な人材の育成や能力開発を

図るため、職員の業務を適切に評価

し、かつ、透明性・公平性を確保す

ることのできるシステムを確立し

ていくこと。 

さらに、こうした評価を反映した

インセンティブを提供することな

どにより、職員のモチベーションの

向上を図ること。 

 

第８ その他設立団体の規則で

定める業務運営に関する事項 

１ 人事に関する事項 

・ 地域の中核となる医療機関と

して、地域住民の医療ニーズの

変化に応え、高度な専門知識と

技術に支えられた良質で安全

な医療を提供するため、医師等

の医療従事者や専門家など必

要とされる優れた人材を採用

していくとともに、適材適所の

人事に努めていく。 

・ 医療面はもとより経営面にお

いても、専門的ノウハウを法人

に蓄積するため、継続性のある

人事に努めていく。  

・ 人材の育成や能力開発を行

うための研修を実施するととも

に、職員の業務を適切に評価し、

かつ、透明性・公平性を確保す

ることのできる人事システムを

確立する。 

・ 人事評価システムを反映した

インセンティブを提供すること

などにより、職員のモチベーシ

ョンの向上を図る。 

 

第８ その他設立団体の規則で定める業務運営に関する事項 

１ 人事に関する事項 

 ・４月１日採用の他、７月１日と１０月１日にも職員中途採用を行うなど、弾力的な職員採用を行った。 

・採用については全て試験採用とし優秀な人材の確保に努めた。 

 ・医療現場のニーズに合わせた多彩な職種の採用を行った。 

 

【表４４ 職員の採用実績】 
    

 採用年度 Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ 計 

 看護師 5 32 32 43 112

 薬剤師 0 4 3 0 7

 診療放射線技師 0 3 0 3 6

 臨床検査技師 1 1 1 2 5

 理学療法士 0 1 1 2 4

 作業療法士 0 1 1 1 3

 言語聴覚士 0 1 0 1 2

 臨床工学技士 0 1 2 2 5

 栄養士 0 0 0 1 1

 社会福祉士 0 0 0 2 2

 看護教員 0 0 8 0 8

 事務職 0 0 3 3 6

 介護職 0 0 0 7 7

 計 6 44 51 67 168
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２ 職員の就労環境の整備 

専門的能力の十分な活用を図り、

効果的な病院運営を行うため、職員

の事情に応じてその能力を発揮で

きるような柔軟な勤務形態を取り

入れるなど、職員の生活環境に配慮

した病院運営を行うこと。特に、病

院は女性の多い職場であるため、こ

れに配慮すること。 

また、日常業務の質の向上を図

り、患者の安全を守るために必要な

職員の就労環境を整備すること。 

２ 職員の就労環境の整備 

・ 専門的能力を十分に活用し、

効果的な病院運営を行うため、

職員の事情に応じてその能力を

発揮できるような柔軟な勤務形

態などを取り入れるとともに、

職員の安全・安心に配慮した病

院運営を行う。育児中の女性職

員のために現在の院内保育所を

24 時間対応にするなど、職員の

就労環境の改善に努める。 

 

２ 職員の就労環境の整備 

・ 給与制度は国立病院機構、県、市の制度を基本とし、承継職員の給与水準を維持できるように規程を整備した 

・ その他、労働条件に関する制度などについても、県、市の制度を基本とし、条件が悪化しないように配慮した。 

・ 育児休業制度については、県・市の制度を基本とした制度とし、３年間の育児休暇取得ができるようにした。 

・ 院内保育所の拡張により定員を増やすとともに、24 時間保育を導入した。また、病児・病後児保育に関して病院職員枠を設

けて実施した。 

・ 女性医師が妊娠・出産しても安心して働ける職場環境づくりのため、短時間勤務制度の検討を行った。なお、H24 以降も継続

して検討することとしている。 

 

・ 福利厚生については市町村共済組合に加入したことにより同組合の事業に参加するとともに、病院独自の福利厚生事業(健康

教室、ボウリング大会、バレーボール大会、同好会助成など)を実施した。 

 

３ 医療機器・施設整備に関する事

項 

医療機器・施設整備については、

統合再編に関する増改築・改修も含

め、費用対効果、地域住民の医療需

要、医療技術の進展などを総合的に

判断して着実に実施すること。 

 

３ 医療機器・施設整備に関する

事項 

・ 本中期計画期間中における医

療機器・施設整備に関する総投

資額については、以下のとおり

とする。 

なお、医療機器・施設整備に

当たっては、費用対効果、地域

住民の医療需要、医療技術の進

展などを総合的に判断して着実

に実施することとする。 

 

３ 医療機器・施設整備に関する事項 

 

【表４５ 施設・医療機器整備の実績】 

単位：百万円 

   
 

病院名 区分 
年度 

計 
H20 H21 H22 H23 

日本海総合病院

建物（建設仮勘定を含む） 149 2,167 3,458 312 6,086

医療機器 291 437 1,065 438 2,231

計 440 2,604 4,523 750 8,317

酒田医療ｾﾝﾀｰ 

建物（建設仮勘定を含む）     33 856 889

医療機器 169 73 8 11 261

計 169 73 41 867 1,150

計 

建物（建設仮勘定を含む） 149 2,167 3,491 1,168 6,975

医療機器 460 510 1,073 449 2,492

計 609 2,677 4,564 1,617 9,467
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４ 法人が負担する債務の償還に

関する事項 

山形県及び酒田市に対し、地方独

立行政法人法第 66 条第１項に規定

する地方債のうち、法人の成立の日

までに償還されていないものに相

当する額の債務を負担すること。ま

た、その債務の処理を確実に行うこ

と。 

 

 

４ 法人が負担する債務の償還

に関する事項 

 県・市病院機構は、山形県及び

酒田市に対して負担する債務の元

利償還を確実に行う。 

 

４ 法人が負担する債務の償還に関する事項 

【表４６ 長期償還計画】図 13                                    単位：百万円 

  H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 

元金 1,519 1,655 1,686 1,696 1,576 1,708 1,768 2,085 2,095 2,192 1,718 1,411 

利息 679 577 540 545 514 417 399 369 334 297 259 226 

合計 2,198 2,232 2,226 2,241 2,090 2,125 2,167 2,454 2,429 2,489 1,977 1,637 
 

 

図13　元利償還金の推移
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